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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、2017年２月７日（火）、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国においては1933年米国

証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売に限る。）における当社普通株式の売出し（以下、海

外売出し）について決定いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第１号の規定に基づき、臨時報告書を提出しておりますが、2017年２月８日（水）に海外売出しの売出条

件、その他海外売出しに関し必要な事項が決定されましたので、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法

第24条の５第５項において準用する同法第７条第１項の規定に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するもので

す。

 

２【訂正内容】

訂正箇所は　　　罫で示してあります。

 

(3) 売出価格

（訂正前）

未定

（売出価格は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビ

ルディング方式により、2017年２月８日（水）から2017年２月10日（金）までの間のいずれかの日（以下、売出価格

決定日）に、当社普通株式の時価、需要動向等を勘案した上で決定される。）

 

（訂正後）

１株につき635.2円

 

(4) 売出価額の総額

（訂正前）

未定

 

（訂正後）

107,280,833,600円

 

(10) 受渡年月日

（訂正前）

売出価格決定日の３営業日後の日（日本時間）

 

（訂正後）

2017年２月13日（月）

 

(12) その他の事項

（訂正前）

(イ)　申込期間

売出価格決定日から翌営業日の午前８時まで（日本時間）

（後略）

 

（訂正後）

(イ)　申込期間

2017年２月８日（水）から2017年２月９日（木）の午前８時まで（日本時間）

（後略）

 

以　上
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